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 高齢化の進展が著しいわが国では、身体活動・運動の促進による体力づくりを通じ

た介護予防対策の推進が重要となっている。近年では、地域住民が主体となった活動

の推進が重要という考え方を国も提示している。しかし、住民主体の活動による安全

対策・体制整備に関する議論は不十分な状況にある。本研究では、地域・住民主体に

よる運動普及活動の安全体制の確立に向けた基礎資料を得るため、①地域住民の運動

実施中の有害事象の発生状況（研究 1）、②住民主体による地域での運動普及活動中の

有害事象およびヒヤリ・ハット事例の発生状況（研究 2）、を明らかにすることを目的

とした。 
研究 1 の結果として、地域住民の運動実施中に、ケガや病気・障害の悪化、胸痛、

転倒といった有害事象やそれにつながりうる事象が発生している実態が明らかとなっ

た。研究 2 の結果として、住民運動ボランティアによる運動普及活動中に有害事象に

つながりうるヒヤリ・ハット事例が確認され、あわせて実施した健康運動指導士に対

する調査では軽微な有害事象およびヒヤリ・ハット事例が確認された。 
地域では、運動による有害事象やそれにつながりうる事象が、その頻度こそ少ないも

のの確実に生じている実態が明らかとなった。住民主体の運動普及活動の拡充にあたって

は、運動により生じうる有害事象への安全対策も踏まえた実施体制の構築が必要不可欠で

ある。 
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１．はじめに 

高齢化の進展が著しいわが国では、身体

活動・運動の促進による体力づくりを通じ

た介護予防対策の推進が重要となっている。

そうしたなか、近年では、地域住民が主体

となった活動の推進が重要という考え方を

国も提示している 1)。 
本研究対象地である島根県雲南市では、

地域住民に対して身近な立場で身体活動・

運動に関わる支援を行う住民運動ボランテ

ィア（地域運動指導員）を養成して地域全

体へ運動を普及する活動を進めてきた。こ

のような活動を進める一方で、非専門的な

人材が運動普及に携わることを踏まえた安

全対策の配慮が必要である。前述のように

住民主体の活動は推奨されているが、その

安全対策・体制整備に関する議論は不十分

な状況にある 2-4)。今後、地域・住民主体に

よる運動普及をより安全かつ効果的に進め

るためにも、運動に伴うリスクに配慮した

安全対策・体制の整備を進めていくことが

重要である。 
そこで本研究では、地域・住民主体の運

動普及活動の安全体制の確立に向けた基礎

資料を得るため、①地域住民の運動実施中

の有害事象の発生状況（研究 1）、②住民主

体による地域での運動普及活動中の有害事

象およびヒヤリ・ハット事例の発生状況（研

究 2）、を明らかにすることを目的とする。 
 
２．方法 

１）研究 1：地域住民の運動実施中の有害

事象の発生状況 
（１）研究デザイン 
記述疫学研究（市運動促進事業調査のデ

ータ利用） 

（２）調査対象 
調査は、島根県雲南市（人口 40,117 人、

面積 553.4km2、2016 年 9 月）に居住する

40-79 歳から無作為に抽出した 7,000 人を

対象として平成 28 年 11 月から 12 月中旬

に行った。抽出に際して、要介護・要支援

者、施設入居者は対象者としなかった。

3,960 人から回答があり（回収率 56.6％）、

そのうち 1 週間当たりの運動時間がまった

くない者を除外した 1,634 人（男 770 人、

女 864 人）を最終的な評価対象者とした。 
（３）調査項目 
対象者の基本的な属性に関する情報とし

て、性、年齢、居住地域は雲南市基本台帳

システムから抽出した。その他の調査項目

は、体重および身長（Body Mass Index 
[BMI]の計算に用いた）、週当たり運動日数

及び時間、運動継続年数（1 年以上または

1 年未満）、運動中の有害事象発生状況であ

る。運動中の有害事象発生状況は、次の 3
つの設問で評価された。 
・この 1 年間、運動中にケガをしたり病気

や障がいが悪化したことがありますか？

（以下、ケガ等経験） 
・この 1 年間、運動中に胸部の痛みを感じ

たことがありますか？（以下、胸痛経験） 
・この 1 年間、運動中に転倒したことがあ

りますか？（以下、転倒経験） 
（４）解析方法 
 各質問項目の分布を確認したのち、運動

実施中の有害事象の発生有無によって各質

問項目の平均値±標準偏差または頻度（%）

を比較した。カテゴリ変数の比較にはカイ

二乗検定、連続変数の比較には t 検定を用

いた。統計学的な有意水準は 5%とし、統

計解析は IBM SPSS 23.0 を用いて行った。 

104 平成 28 年度健康・体力づくり事業財団研究助成



 

２．調査研究 

住民主体による健康・体力づくり活動の 

事故防止対策の確立に向けたリスク評価の研究 
 

 
北湯口 純* 

小谷 由紀子* 吾郷 千歳* 
 

抄録 
 

 高齢化の進展が著しいわが国では、身体活動・運動の促進による体力づくりを通じ

た介護予防対策の推進が重要となっている。近年では、地域住民が主体となった活動

の推進が重要という考え方を国も提示している。しかし、住民主体の活動による安全

対策・体制整備に関する議論は不十分な状況にある。本研究では、地域・住民主体に

よる運動普及活動の安全体制の確立に向けた基礎資料を得るため、①地域住民の運動

実施中の有害事象の発生状況（研究 1）、②住民主体による地域での運動普及活動中の

有害事象およびヒヤリ・ハット事例の発生状況（研究 2）、を明らかにすることを目的

とした。 
研究 1 の結果として、地域住民の運動実施中に、ケガや病気・障害の悪化、胸痛、

転倒といった有害事象やそれにつながりうる事象が発生している実態が明らかとなっ

た。研究 2 の結果として、住民運動ボランティアによる運動普及活動中に有害事象に

つながりうるヒヤリ・ハット事例が確認され、あわせて実施した健康運動指導士に対

する調査では軽微な有害事象およびヒヤリ・ハット事例が確認された。 
地域では、運動による有害事象やそれにつながりうる事象が、その頻度こそ少ないも

のの確実に生じている実態が明らかとなった。住民主体の運動普及活動の拡充にあたって

は、運動により生じうる有害事象への安全対策も踏まえた実施体制の構築が必要不可欠で

ある。 
 
キーワード：住民主体，有害事象，ヒヤリ・ハット，リスク感性，安全対策 
 
* 身体教育医学研究所うんなん 

  

 

１．はじめに 

高齢化の進展が著しいわが国では、身体

活動・運動の促進による体力づくりを通じ

た介護予防対策の推進が重要となっている。

そうしたなか、近年では、地域住民が主体

となった活動の推進が重要という考え方を

国も提示している 1)。 
本研究対象地である島根県雲南市では、

地域住民に対して身近な立場で身体活動・

運動に関わる支援を行う住民運動ボランテ

ィア（地域運動指導員）を養成して地域全

体へ運動を普及する活動を進めてきた。こ

のような活動を進める一方で、非専門的な

人材が運動普及に携わることを踏まえた安

全対策の配慮が必要である。前述のように

住民主体の活動は推奨されているが、その

安全対策・体制整備に関する議論は不十分

な状況にある 2-4)。今後、地域・住民主体に

よる運動普及をより安全かつ効果的に進め

るためにも、運動に伴うリスクに配慮した

安全対策・体制の整備を進めていくことが

重要である。 
そこで本研究では、地域・住民主体の運

動普及活動の安全体制の確立に向けた基礎

資料を得るため、①地域住民の運動実施中

の有害事象の発生状況（研究 1）、②住民主

体による地域での運動普及活動中の有害事

象およびヒヤリ・ハット事例の発生状況（研

究 2）、を明らかにすることを目的とする。 
 
２．方法 

１）研究 1：地域住民の運動実施中の有害

事象の発生状況 
（１）研究デザイン 
記述疫学研究（市運動促進事業調査のデ

ータ利用） 

（２）調査対象 
調査は、島根県雲南市（人口 40,117 人、

面積 553.4km2、2016 年 9 月）に居住する

40-79 歳から無作為に抽出した 7,000 人を

対象として平成 28 年 11 月から 12 月中旬

に行った。抽出に際して、要介護・要支援

者、施設入居者は対象者としなかった。

3,960 人から回答があり（回収率 56.6％）、

そのうち 1 週間当たりの運動時間がまった

くない者を除外した 1,634 人（男 770 人、

女 864 人）を最終的な評価対象者とした。 
（３）調査項目 
対象者の基本的な属性に関する情報とし

て、性、年齢、居住地域は雲南市基本台帳

システムから抽出した。その他の調査項目

は、体重および身長（Body Mass Index 
[BMI]の計算に用いた）、週当たり運動日数

及び時間、運動継続年数（1 年以上または

1 年未満）、運動中の有害事象発生状況であ

る。運動中の有害事象発生状況は、次の 3
つの設問で評価された。 
・この 1 年間、運動中にケガをしたり病気

や障がいが悪化したことがありますか？

（以下、ケガ等経験） 
・この 1 年間、運動中に胸部の痛みを感じ

たことがありますか？（以下、胸痛経験） 
・この 1 年間、運動中に転倒したことがあ

りますか？（以下、転倒経験） 
（４）解析方法 
 各質問項目の分布を確認したのち、運動

実施中の有害事象の発生有無によって各質

問項目の平均値±標準偏差または頻度（%）

を比較した。カテゴリ変数の比較にはカイ

二乗検定、連続変数の比較には t 検定を用

いた。統計学的な有意水準は 5%とし、統

計解析は IBM SPSS 23.0 を用いて行った。 

105平成 28 年度健康・体力づくり事業財団研究助成



 

２）研究 2：住民主体による地域での運動

普及活動中の有害事象およびヒヤリ・ハッ

ト事例の発生状況 
（１）研究デザイン 
記述疫学研究（市健康づくり・介護予防

事業の活動記録データ利用） 
（２）研究期間 
平成 28 年 4 月から平成 29 年 3 月 
（３）対象活動 
対象活動は、市・地域の健康づくり・介

護予防事業に携わる住民運動ボランティア

（地域運動指導員、登録人数 79 人、年齢

64.4±6.9 歳（年齢範囲 42-82 歳））および

健康運動指導士（5 人、年齢；37.6±5.4 歳、

指導士歴 7.4±4.7 年）が市内で実施した身

体活動・運動に関する活動（運動教室、体

力測定等）とし、40 歳以上の地域住民が参

加した活動に限定した。 
（４）評価項目およびデータ収集 
平成 28 年 4 月から平成 29 年 2 月末の期

間に住民運動ボランティアおよび健康運動

指導士が関わった運動普及活動の実施記録

に記載された有害事象およびヒヤリ・ハッ

ト事例を収集する。住民運動ボランティア

の実施記録は、毎年度初めに配布する「年

間活動報告票」を用いる。健康運動指導士

の実施記録は、市健康づくり・介護予防事

業の「実施記録報告書」を用いる。なお、

住民運動ボランティアによる報告の質を高

めることを目的として、定期研修会で運動

普及時のリスク管理に関する情報提供を行

い 5, 6)、調査方法や用語定義に対する認識

の統一を図った。 
（５）用語の定義 
有害事象は「住民運動ボランティアおよ

び健運動指導士による住民への運動実践の

活動中に、参加住民の心身に生じたあらゆ

る好ましくない事象」と定義した。 
ヒヤリ・ハット事例は「参加住民に心身

の被害を及ぼすことはなかったが、運動実

践の現場で、住民運動ボランティアおよび

健康運動指導士が、“ヒヤリ”としたり、“ハ

ッ”とした経験を有する事例」と定義した。

さらに、ヒヤリ・ハット事例のうち、転倒・

転落に関わる事例を抽出するため、「運動実

践中に参加住民がバランスを失って転倒し

たり、段差や椅子等から転がり落ちたりし

た事例」を調査項目として定義に加えた。 
（６）解析方法 
収集データから得られた研究期間中の有

害事象およびヒヤリ・ハット事例の発生頻

度をもとにそれぞれの発生率を求めた。 
 
３）倫理的配慮 
 本研究は、身体教育医学研究所うんなん

倫理審査委員会の承認（H28-10-5-3）を得

て行われた。調査協力および対象者には、

署名により調査協力の同意（インフォーム

ド・コンセント）を得た。 
 
３．結果と考察 

１）研究 1 
 本調査の返信者 3,960 人は、未返信者

3,040 人と比べ、女性の割合が多く

（p<0.01）、年齢が高かった（62.1±10.2
歳、58.1±10.9 歳、p<0.01）。また、1 週

当たりの運動時間がある者（解析対象者）

は、ない者と比べ、年齢が高かった（63.8
±10.1 歳、60.5±10.1 歳、p<0.01）。解析

対象者全体の平均年齢（標準偏差）は 63.8
（10.1）歳であり、男性の割合は 47.1%で

あった。 

 

表 1 に解析対象者 1,634 人の運動中の有

害事象発生の有無による特性を示す。過去

1 年間の運動中のケガ等経験は、解析対象

者の 5.8%（94/1,632 人）に発生していた。

特性別では、男性、年齢（低い）、週当たり

の運動時間（長さ）とケガ等経験の発生頻

度とに有意な関連が認められた。 
過去 1 年間の運動中の胸痛経験は、解析

対象者の 3.1%（50/1,631 人）に発生して

いた。特性別では、男性の発生頻度が高い

傾向がみられたが（p=0.08）、その他の要

因では関連が認められなかった。 
過去 1 年間の運動中の転倒経験は、解析

対象者の 34.6%（555/1,603 人）に発生し

ていた。特性別では、1 週当たりの運動時

間の長さと転倒経験の発生頻度に有意な関

連が認められた。年齢（高い）と関連する

傾向がみられたが（p=0.08）、その他の要

因では関連が認められなかった。 
本邦において運動中の有害事象の発生状

況を検証した調査研究は、健康運動指導士

による特定保健指導中の運動関連事故を調

査した報告がある 7, 8)。しかしながら、我々

の知る限り、地域住民を対象に大規模調査

によって運動中の有害事象の発生状況を明

らかにした報告はみられない。今回の調査

により、地域住民の日頃の運動実践で有害

事象が発生していることを確認することが

できた。 
ケガ等の経験は、年代が若く、1 週当た

りの運動時間の長い男性に多く生じており、

年代による運動の質（内容、強度等）の差

異が影響している可能性もあると考えられ

る。運動の質に関する詳細は不明であるた

め、今後の検討課題である。 
胸痛経験は、各特性との関連を認めなか

ったが、性、年代、運動時間に関わらず一

定程度の発生率（2~4%）が確認された。

胸部の痛み等の不安に関しては、国が推奨

する「身体活動のリスクに関するスクリー

ニングシート 9)」でもチェック項目（7 項

目中 3 項目が心臓や胸部の痛み等の不安）

に含まれており、運動リスクの評価項目と

して特に重要な判断基準となっている。発

表 1 地域住民（40-79 歳）の運動中に生じた有害事象の対象特性別頻度 
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３）倫理的配慮 
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３．結果と考察 

１）研究 1 
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表 1 に解析対象者 1,634 人の運動中の有

害事象発生の有無による特性を示す。過去

1 年間の運動中のケガ等経験は、解析対象

者の 5.8%（94/1,632 人）に発生していた。
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傾向がみられたが（p=0.08）、その他の要

因では関連が認められなかった。 
本邦において運動中の有害事象の発生状

況を検証した調査研究は、健康運動指導士

による特定保健指導中の運動関連事故を調

査した報告がある 7, 8)。しかしながら、我々

の知る限り、地域住民を対象に大規模調査

によって運動中の有害事象の発生状況を明

らかにした報告はみられない。今回の調査

により、地域住民の日頃の運動実践で有害

事象が発生していることを確認することが

できた。 
ケガ等の経験は、年代が若く、1 週当た

りの運動時間の長い男性に多く生じており、

年代による運動の質（内容、強度等）の差

異が影響している可能性もあると考えられ

る。運動の質に関する詳細は不明であるた

め、今後の検討課題である。 
胸痛経験は、各特性との関連を認めなか

ったが、性、年代、運動時間に関わらず一

定程度の発生率（2~4%）が確認された。

胸部の痛み等の不安に関しては、国が推奨

する「身体活動のリスクに関するスクリー

ニングシート 9)」でもチェック項目（7 項

目中 3 項目が心臓や胸部の痛み等の不安）

に含まれており、運動リスクの評価項目と

して特に重要な判断基準となっている。発

表 1 地域住民（40-79 歳）の運動中に生じた有害事象の対象特性別頻度 
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生頻度は高くないが、その発生が一定数あ

ることは、地域での運動促進において安全

対策が重要であることを示唆していると考

えられる。 
転倒経験は、運動時間が長くなることで

頻度が高くなっていた。これは運動による

外的要因への曝露時間の増加が転倒の機会

を増加させた可能性が考えられる 10)。高齢

者の場合、欧米ではおよそ 3 割 11)、本邦で

はおよそ 1～2 割 12)が、1 年間に少なくと

も 1 回以上の転倒を経験すると報告されて

いる。本結果は運動中の転倒ではあるが、

本邦の先行研究と比べても発生頻度が全年

代で高くなっており、運動中の転倒予防対

策の重要性がうかがえる。 
 本研究の強みは、無作為抽出による大き

な集団を対象に比較的高い回答率を得てい

る点である。本研究から得られた知見は、

地域在住中高年者への一般化可能性の高い

知見であると考えられる。また、本研究に

はいくつかの限界がある。第一に、有害事

象の設問は妥当性と信頼性の検証が行われ

ていない点である。第二に、過去 1 年間

の回想により有害事象を評価しているため、

想起バイアスが発生している可能性である。

第三に、有害事象と対象特性との関連は交

絡要因の調整を行っていない単変量による

解析である点である。 
２）研究 2 
 住民運動ボランティア・健康運動指導士

による運動普及活動中の有害事象およびヒ

ヤリ・ハット（うち転倒）の発生状況を表

2 に示す。健康運動指導士による運動指導

中に 1 件の有害事象が生じており、全運動

指導回数（320 回）からみた発生率は 0.3%
であった。ヒヤリ・ハットは、住民運動ボ

ランティアによる運動普及活動中に 4 件

（発生率 1.0%）、健康運動指導士では 2 件

（発生率 0.6%）、発生していた。健康運動

指導士による 2 件はいずれも転倒であった。 
 健康運動指導士による体力測定中の有害

事象およびヒヤリ・ハット（うち転倒）の

発生状況を表 3 に示す。1 件の有害事象が

発生しており、全回数からみた発生率は

2.9%であった。ヒヤリ・ハットは 5 件（発

生率 14.7%）発生していた。 
 住民運動ボランティア・健康運動指導士

から報告された有害事象およびヒヤリ・ハ 
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ット事例の内容を表 4 から 7 に示す（住民

運動ボランティアの活動報告票では参加者

の性別と年代の記載を求めなかったため、

健康運動指導士と結果表記が異なる）。 
 本研究は、著者らの知る限り、市全域に

わたる運動普及活動中の有害事象およびヒ

ヤリ・ハット事例の発生状況を明らかにし

た最初の研究である。その結果、住民運動

ボランティアによる活動において有害事象

は生じていなかったが、有害事象につなが

りうるヒヤリ・ハット事例は報告されてい

た。また、健康運動指導士による活動では、

有害事象とヒヤリ・ハット事例がそれぞれ

報告されていた。各発生率は決して高くな

いが、地域住民に対する運動普及活動にお

いて、有害事象やそれにつながりうるヒヤ

リ・ハット事例が生じている実態を明らか

にすることができた。労働災害の経験則と

してしばしば用いられる「ハインリッヒの

法則」では、1 件の重大災害（死亡・重傷）

が発生する背景に 29 件の軽微な事故と

300 件のヒヤリ・ハット（微小な事故）が

あると警告している 13)。本研究で確認され

た有害事象は重大な事象ではなく軽微なも

のであったが、微小な事故とされるヒヤ

リ・ハットの報告数は有害事象の数を上回

り、前述の法則と類似する傾向が得られた。

この結果は、運動普及活動の広がりととも

にヒヤリ・ハット事例が増え、重大事故が

発生する確率が高まる可能性を示唆してい

る。以上から、運動普及活動では、軽微か

つ微小な事故でもその実態を質・量的に把

握して適切に対処していく必要があると考

えられる。 
非専門人材である住民運動ボランティア

と、リスク管理を含む教育を十分に受け養

成された健康運動指導士との報告の質を単

純比較はできないが、健康運動指導士１人

当たりの指導実績の多さや求められる運動

の質・量の違いを踏まえると、重大な有害

事象やヒヤリ・ハット事例が現状程度に抑

制されていたことは活動中のリスク管理の

適切さを示唆している。また、住民運動ボ

ランティアに対してリスク管理教育や関連

情報の提供を行った結果、昨年度は未報告

（データなし）であったヒヤリ・ハット事

例が今年度は報告された。リスク管理教育

が日常化されている医療福祉分野では、各

現場に潜むリスクに「気づく力」や「見守

る目」といったリスク感性を高めるトレー

ニング（危険予知トレーニング（KYT）等）

を重視している 5)。本研究を通じたリスク

管理教育により、住民運動ボランティアの

リスク感性が高められたことが、ヒヤリ・

ハット事例の報告につながった可能性があ

る。医療安全では、「人はもともとミス（ヒ

ューマンエラー）を起こしやすい」という

前提に立ち、人的要因（ヒューマンファク

ター）に応じた、人間中心の安全対策シス

テムの設計が重視されている 14)。当事者の

リスク感性を高めることは重要だが、その

一方で、当事者の注意・意識や技術によら

ず安全に運動普及活動が行える環境整備を

進めていくことも重要と考える。世界保健

機関（WHO）は、交通事故に限らず、日

常生活のなかの「ケガ」や「事故」といっ

た人々の健康を阻害する要因を予防する地

域づくり「セーフコミュニティ（安全なま

ちづくり）」を推進している 15)。これから

の地域・住民主体による運動普及では、身

体を動かす人が増えるとともにケガや事故

に遭遇する人も減ることを実現できるよう

 

な、活動性と安全性の両立に配慮した環境

整備（まちづくり）の視点が重要かもしれ

ない。 
 本研究の限界として、住民運動ボランテ

ィアに対するリスク管理教育や情報提供の

機会が限られていたため、有害事象やヒヤ

リ・ハット事例の認識に個人差が生じてい

た可能性があげられる。 
 

４．まとめ 

研究 1 では、地域住民の運動実施中の有

害事象の発生状況を調査した。その結果、

運動実践により、ケガや病気・障害の悪化、

胸痛、転倒といった有害事象やそれにつな

がりうる事象が発生している実態が明らか

となった。 
研究 2 では、住民主体による地域での運

動普及活動中の有害事象およびヒヤリ・ハ

ット事例の発生状況を調査した。その結果、

住民運動ボランティアによる活動中に有害

事象につながりうるヒヤリ・ハット事例が

確認された。あわせて実施した健康運動指

導士に対する調査により、有害事象とヒヤ

リ・ハット事例が確認された。それぞれの

発生率は低かったものの、地域住民に対す

る運動普及活動では有害事象やそれにつな

がりうるヒヤリ・ハット事例が生じている

実態が明らかとなった。 
運動による有害事象は、その頻度こそ少

ないものの地域のなかで確実に生じていた。

住民主体の運動普及活動の拡充にあたって

は、安全対策も踏まえた実施体制の構築が

不可欠と言えよう。 
本研究から得られた結果は、今後各地で

拡充が期待されている住民主体（あるいは

健康運動指導士）による健康・体力づくり

活動における安全対策の確立に資する基礎

資料となりうる。また、本研究により、健

康・体力づくり運動分野におけるネガティ

ブ・データ集積の重要性が高まることも期

待される。医療・福祉分野でのリスク管理

教育等による安全対策の重要性は既知だが、

健康・体力づくり運動分野では十分に認

知・実践されているとは言えないのが現状

である。本研究により、健康・体力づくり

活動中における安全対策として、有害事象

やヒヤリ・ハット事例の報告・評価分析の

重要性が高まることが期待される。 
地域・住民主体の運動普及をより安全か

つ効果的に進めるため、安全教育・対策の

さらなる推進が重要であり、その質を高め

る上で、有害事象やヒヤリ・ハット事例の

収集・分析・共有を通じた、安全教育・対

策の意義と重要性に対する理解の促進が必

要である。一方で、「そこまで気を付けない

といけないのか」「気づいても実際に対応す

ることができるだろうか」という負担や不

安を感じる声も実際に存在しており、地

域・住民主体による運動普及活動が萎縮し

ないよう、適切なフォローの継続もあわせ

て行っていく必要があり、これについては

今後の課題である。 
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リ・ハット事例が生じている実態を明らか

にすることができた。労働災害の経験則と

してしばしば用いられる「ハインリッヒの

法則」では、1 件の重大災害（死亡・重傷）

が発生する背景に 29 件の軽微な事故と

300 件のヒヤリ・ハット（微小な事故）が

あると警告している 13)。本研究で確認され

た有害事象は重大な事象ではなく軽微なも

のであったが、微小な事故とされるヒヤ

リ・ハットの報告数は有害事象の数を上回

り、前述の法則と類似する傾向が得られた。

この結果は、運動普及活動の広がりととも

にヒヤリ・ハット事例が増え、重大事故が

発生する確率が高まる可能性を示唆してい

る。以上から、運動普及活動では、軽微か

つ微小な事故でもその実態を質・量的に把

握して適切に対処していく必要があると考

えられる。 
非専門人材である住民運動ボランティア

と、リスク管理を含む教育を十分に受け養

成された健康運動指導士との報告の質を単

純比較はできないが、健康運動指導士１人

当たりの指導実績の多さや求められる運動

の質・量の違いを踏まえると、重大な有害

事象やヒヤリ・ハット事例が現状程度に抑

制されていたことは活動中のリスク管理の

適切さを示唆している。また、住民運動ボ

ランティアに対してリスク管理教育や関連

情報の提供を行った結果、昨年度は未報告

（データなし）であったヒヤリ・ハット事

例が今年度は報告された。リスク管理教育

が日常化されている医療福祉分野では、各

現場に潜むリスクに「気づく力」や「見守

る目」といったリスク感性を高めるトレー

ニング（危険予知トレーニング（KYT）等）

を重視している 5)。本研究を通じたリスク

管理教育により、住民運動ボランティアの

リスク感性が高められたことが、ヒヤリ・

ハット事例の報告につながった可能性があ

る。医療安全では、「人はもともとミス（ヒ

ューマンエラー）を起こしやすい」という

前提に立ち、人的要因（ヒューマンファク

ター）に応じた、人間中心の安全対策シス

テムの設計が重視されている 14)。当事者の

リスク感性を高めることは重要だが、その

一方で、当事者の注意・意識や技術によら

ず安全に運動普及活動が行える環境整備を

進めていくことも重要と考える。世界保健

機関（WHO）は、交通事故に限らず、日

常生活のなかの「ケガ」や「事故」といっ

た人々の健康を阻害する要因を予防する地

域づくり「セーフコミュニティ（安全なま

ちづくり）」を推進している 15)。これから

の地域・住民主体による運動普及では、身

体を動かす人が増えるとともにケガや事故

に遭遇する人も減ることを実現できるよう

 

な、活動性と安全性の両立に配慮した環境

整備（まちづくり）の視点が重要かもしれ

ない。 
 本研究の限界として、住民運動ボランテ

ィアに対するリスク管理教育や情報提供の

機会が限られていたため、有害事象やヒヤ

リ・ハット事例の認識に個人差が生じてい

た可能性があげられる。 
 

４．まとめ 

研究 1 では、地域住民の運動実施中の有

害事象の発生状況を調査した。その結果、

運動実践により、ケガや病気・障害の悪化、

胸痛、転倒といった有害事象やそれにつな

がりうる事象が発生している実態が明らか

となった。 
研究 2 では、住民主体による地域での運

動普及活動中の有害事象およびヒヤリ・ハ

ット事例の発生状況を調査した。その結果、

住民運動ボランティアによる活動中に有害

事象につながりうるヒヤリ・ハット事例が

確認された。あわせて実施した健康運動指

導士に対する調査により、有害事象とヒヤ

リ・ハット事例が確認された。それぞれの

発生率は低かったものの、地域住民に対す

る運動普及活動では有害事象やそれにつな

がりうるヒヤリ・ハット事例が生じている

実態が明らかとなった。 
運動による有害事象は、その頻度こそ少

ないものの地域のなかで確実に生じていた。

住民主体の運動普及活動の拡充にあたって

は、安全対策も踏まえた実施体制の構築が

不可欠と言えよう。 
本研究から得られた結果は、今後各地で

拡充が期待されている住民主体（あるいは

健康運動指導士）による健康・体力づくり

活動における安全対策の確立に資する基礎

資料となりうる。また、本研究により、健

康・体力づくり運動分野におけるネガティ

ブ・データ集積の重要性が高まることも期

待される。医療・福祉分野でのリスク管理

教育等による安全対策の重要性は既知だが、

健康・体力づくり運動分野では十分に認

知・実践されているとは言えないのが現状

である。本研究により、健康・体力づくり

活動中における安全対策として、有害事象

やヒヤリ・ハット事例の報告・評価分析の

重要性が高まることが期待される。 
地域・住民主体の運動普及をより安全か

つ効果的に進めるため、安全教育・対策の

さらなる推進が重要であり、その質を高め

る上で、有害事象やヒヤリ・ハット事例の

収集・分析・共有を通じた、安全教育・対

策の意義と重要性に対する理解の促進が必

要である。一方で、「そこまで気を付けない

といけないのか」「気づいても実際に対応す

ることができるだろうか」という負担や不

安を感じる声も実際に存在しており、地

域・住民主体による運動普及活動が萎縮し

ないよう、適切なフォローの継続もあわせ

て行っていく必要があり、これについては

今後の課題である。 
 

引用文献 

 

1) 厚生労働省. これからの介護予防. 入手

先＜http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisaku 
jouhou-12300000-Roukenkyoku/000007598
2.pdf＞，参照 2015-12-20．. 
2) 財団法人健康・体力づくり事業財団. 高
齢者の QOL を支える介護予防事業実態調査. 
平成 21 年度老人保健事業推進費等補助金. 

111平成 28 年度健康・体力づくり事業財団研究助成



 

2010: 入手先＜http://www.health-net.or.jp/ 
tyousa/houkoku/pdf/h21_qol.pdf ＞ ， 参 照

2015-12-20．. 
3) 株式会社日本総合研究所. 平成 26 年度 
老人保健事業推進費等補助金老人保健健康

増進等事業，地域の実情に応じた効果的・効

率的な介護予防・生活支援の取組事例の収

集・分析に関する調査研究事業報告書. 2015: 
入手先＜https://www.jri.co.jp/MediaLibrary 
/file/pdf/company/release/2015/150414/14.p
df＞，参照 2015-12-20．. 
4) 厚生労働省. 地域の実情に応じた効果

的・効率的な介護予防の取組事例. 入手先＜

http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/yobou/t
orikumi_02.html＞，参照 2015-12-20．. 
5) 鈴木みずえ. スタッフの「気づく力」と

「見守る目」を育成するための事例検討（多

職種で取り組む転倒予防チームはこう作

る！）. 株式会社新興医学出版社,東京. 2016: 
22-25. 
6) 北湯口純, 吾郷千歳, 高橋典子. 転倒予

防のための事例集 2)運動普及活動時のヒヤ

リ・ハット事例集（多職種で取り組む転倒予

防チームはこう作る！）. 株式会社新興医学

出版社,東京. 2016: 120-21. 
7) 津下一代(主任研究者). 生活習慣病予防

活動・疾病管理による健康指標に及ぼす効果

と医療費適正化効果に関する研究（報告書）. 
2011: 厚生労働科学研究費補助金 疾病・障害

対策研究分野 循環器疾患・糖尿病等生活習

慣病対策総合研究. 
8) 織田順, 宮地元彦, 小池城司, 加藤綾子, 
津下一代. 特定保健指導における運動指導の

安全対策. 入手先 <http://www.ahv.pref.aic 
hi.jp/www/files/tsushita/undo_anzentaisak
u.pdf >, 参照 2017-3-28. 

9) 厚生労働省. 「健康づくりのための身体

活動基準２０１３」及び「健康づくりのため

の身体活動指針（アクティブガイド）」につ

いて. 2013. 
10) Sherrington C, Tiedemann A, Fairhall 
N, Close JC, Lord SR. Exercise to prevent 
falls in older adults: an updated 
meta-analysis and best practice 
recommendations. N S W Public Health 
Bull. 2011; 22: 78-83. 
11) Masud T, Morris RO. Epidemiology of 
falls. Age Ageing. 2001; 30 Suppl 4: 3-7. 
12) Aoyagi K, Ross PD, Davis JW, 
Wasnich RD, Hayashi T, Takemoto T. Falls 
among community-dwelling elderly in 
Japan. J Bone Miner Res. 1998; 13: 
1468-74. 
13) 厚生労働省（リスクマネージメントスタ

ンダードマニュアル作成委員会）．. リスクマ

ネージメントマニュアル作成指針.  
入手先＜http://www1.mhlw.go.jp/topics/sisi 
n/tp1102-1_12.html＞，参照 2015-12-20．. 
14) 河野龍太郎. 医療の質と安全の向上とヒ

ューマンファクター工学. 予防時報. 2010; 
241: 22-27. 
15) 一般社団法人日本セーフコミュニティ

推進機構. セーフコミュニティ Q＆A. 入手

先  http://www.jisc-ascsc.jp/sc_faq.html, 参
照 2016-3-9. 

 
本研究は、「健康・体力づくり事業財団健康

運動指導研究助成事業」の助成金を受けて

実施しています。 

 

２．調査研究 

非運動習慣者を対象とした運動動機づけ支援方略の 
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抄録 

 

本研究の目的は，成人を対象に，運動動機づけの観点から調査を行い，動機づけタイ

プと運動行動との関係を明らかにし，非運動習慣者の自律的な運動実施を支援するため

の具体的方略を検討することであった．まず，量的調査を用いて，成人の運動動機づけ

タイプを明らかにし，抽出された動機づけタイプと運動行動の採択・維持の過程を示す

運動行動の変容ステージとの関連を検討した．続いて，質的調査を用いて，非運動習慣

者の自律的な運動実施を支援するための具体的方略を探索的に検討した．その結果，成

人の運動動機づけタイプは，「無動機型」「低動機型」「自律型」「外発型」「非自律型」

および「内発型」の 6 タイプが抽出された．これらの動機づけタイプと運動行動の変容

ステージとの関連を検討した結果，非運動習慣者の動機づけタイプは「外発型」「低動

機型」および「無動機型」が多いと確かめられた．続いて，フォーカスグループインタ

ビューから，非運動習慣者の定期的な運動実施を阻害する要因として，運動を継続する

ことに対する負担感，運動に対する低い有能感，運動に関するソーシャルサポートの少

なさが重要カテゴリーとして抽出された．これらの結果をふまえて，非運動習慣者の自

律的な運動実施を支援するための具体的方略として自己決定理論および動機づけ面接

法の知見を活用することについて議論された． 

 

キーワード：運動動機づけタイプ，自己決定理論，運動行動の変容ステージ，基本的心

理欲求，フォーカスグループインタビュー，混合研究法 
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